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本協議会では、家庭裁判所全体の紛争解決機能の強化という観点から取り組むべ

き調停運営に関する課題(IT化も見据えた調停運営の在り方に係る更なる検討）

について協議がされた｡その概要は、以下のとおりである。

なお、 IT化の法改正後の運用に係る部分については、現時点で、法改正の内容

やそこで利用できる事件管理システム、 ITツールの内容がいずれも未確定である

ことを前提に、あり得べき姿を幅広に想定して議論がされたものである。

第1 事案の内容、各期日の目的等に応じたメリハリのある調停運営の在り方に

ついて

1 これまでの各庁の取組や課題・克服策について

事案の内容、期日の目的等に応じたメリハリのある調停運営については、各

庁において、事情聴取・調整を中心に、その具体的な在り方や方策について

検討・実践が重ねられており、 「メリハリのある調停運営」は家事調停にお

ける共通言語となりつつあることが確認された。そして、議長より、各庁の

取組の概要が紹介され、 メリハリのある調停運営の実現に向けて、例えば、

各期日の到達目標等の認識共有、第1回期日前・期日間準備の充実のための

方策、 ファスト ・ トラック的運用など、様々な手続運営上の方策が実践され

ていることが紹介されるとともに、それにとどまらず、調停委員の採用・研

修、調停協会・弁護士会等との認識共有のための協議、手続案内・広報、 自

治体との連携といった、多様な方策が関連し合っていることが確認された。

その上で、取組の効果を最大限発揮するためには、各種方策を有機的に関連

付け、取組全体として戦略的に推し進めていく必要があることが共有され、

そのための方策として、各方策を担当するPTの上に、それらを統括し取組

全体を傭I敢するための委員会を設置した例等が紹介された。また、取組の検

討・実践が積み重ねられてきた中で、各庁の現在の取組状況とその効果を適

切に把握・分析した上で、不足している点や修正すべき点、更に取り組むべ

き方策がないかなどについて'、取組全体を見直して振り返る段階にあるので

1



はないかとの指摘があり、取組の効果検証のために統計数値を分析している

例や、調停委員や弁護士会から意見を聴取している例、事情聴取に関する実

情と課題を把握・分析するために家裁調査官や調停官にアンケートを行った

例等が紹介された。

2 ウェブ会議の効果的活用方法と留意点

○家事調停手続におけるウェブ会議の導入に当たっては、 これを単なる電

話会議の代替手段として捉えるのではなく、 これまでの調停運営の在り方

に関する議論を土台として、手続全体としてより合理的かつ充実した審理

の実現を図り、かつ、 当事者の二－ズに適う調停運営を実現するためのも

のとしての視点を大切に検討を進める必要があることが確認された。その

上で、 ウェブ会議による方法と、対面や電話会議による方法とを対比しつ

つ、それぞれの強みや弱みを意識した使い分けや活用の在り方を検討して

いく必要性が共有された。

○電話会議による方法と比較した場合のウェブ会議による方法の強みとして、

表情や仕草などの非言語的な情報の交換が可能であることに異論はなかった。

非言語的情報の交換によって、当事者の心情等に寄り添った調整が容易とな

ることや、 当事者との信頼関係を醸成しやすくなることによって手続や結果

に対する当事者の納得感のある解決に結び付きやすいことなどから、例えば、

当事者が離婚を争う事件や未成年の子の福祉が問題となる事件などでの活用

が考えられるという指摘があった。

また、対面による方法では、ホワイトボードなどのツールを活用して当事

者の主張や争点等について視覚的に共有することにより、 メリハリのある効

果的な事情聴取を図る取組が広く行われているところ、 ウェブ会議であれば

同様に視覚的に争点等の認識共有を図ることが可能であるという指摘があっ

た。

他方で、金銭的な調整が中心で心情面での調整の比重が低い事案について
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は、非言語的な情報の交換の重要性が相対的に低く、電話会議による方法で

も調整が可能という指摘があった。

○対面による方法と比較した場合のウェブ会議による方法の強みとしては、

当事者にとって出頭負担の軽減につながるため、当事者の利便性の向上に資

することや、いわゆるDV事案等において安心・安全な調停運営が可能とな

ることに異論はなかった。

そして、 当事者のニーズに適う調停運営を実現するためには、短時間の

期日を設けたり、双方当事者を同一の調停期日に呼び出すことなく、各当

事者とそれぞれ別の期日に調停を行うなどの柔軟な運用を行うなど、期日

指定の在り方も含めた検討が必要となるという指摘があった。

また、期日の開始時と終了時に、当事者双方同席での説明等を行うことに

よって、協議の到達点や争点等の認識共有が可能となり、手続の明確化。透

明化につながるとともに、 より本質的な部分に係る事情聴取・調整に時間を

割きやすくなることから、合理的かつ充実した調停運営の観点からも有効と

考えられるものの、従前は、他方当事者との同席に抵抗感を示す当事者も少

なくなかったことなどから、必ずしも十分な活用が図られていない状況にあ

った。 この点は、 ウェブ会議上での同席であれば、 当事者の抵抗感も小さく

なるものと考えられ、双方同席での説明等を活用できる事案が多くなるので

はないかという指摘があった。

他方で、 ウェブ会議による方法は、対面による方法と比べると表情や仕

草、雰囲気、語感や視線などの非言語情報を把握できる程度に相違があると

の指摘に加え、調停室まで案内するなどの際の会話なども含めた手続全般を

通じた信頼関係の醸成がしにくいとの指摘があり、 ウェブ会議を利用する場

合の事情聴取能力の向上に向けた調停委員の研修等の取組が必要であるとの

指摘もあった。また、 こうしたウェブ会議に係る課題も踏まえると、 ウェブ

会議による方法では、対面による方法の場合に比して、期日間準備の内容や
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課題を明確にした上で事前準備を十分に行うといった従前の調停運営に関し

て検討してきた課題がより当てはまるのではないかとの指摘があった。

S IT化の法改正により電子提出等の規律が導入された場合に、合理的かつ

充実した調停運営をどのように図っていくかについて

電子提出や記録の電子化等の規律が導入された場合に、調停運営にどのよう

な影響・変化があるか、合理的かつ充実した調停運営のために、 当事者の提

出書面をどのように共有するのが合理的かといった点を中心に議論された。

まず、電子提出や記録の電子化等の規律の導入によって、 当事者による耆

面提出が簡便になり、裁判所も提出書面の確認や提出期限の管理等が容易に

なることから、 当事者双方及び裁判所との間で資料のやり取りが迅速に行わ

れることになって、期日間準備の充実につながるのではないかといったメリ

ットを指摘する意見が多くあった。他方で、 当事者から取捨選択されていな

い大量のデータが送付されてくるおそれがあるほか、非開示希望情報や要配

盧情報の管理が難しくなるおそれもあり、 これまで以上に、 当事者に対して

注意喚起したり、提出を求める書面の内容を的確に指示したりすることが重

要になるのではないかとの指摘もあった。

また、 IT化後の当事者の提出書面の共有の在り方については、 当事者間

の円滑な書面の共有を実現する観点からは、 当事者間の送付（直送）を基本

とする、あるいは、提出当事者に書面の共有範囲を選択させるといった方策

をとるべきであり、その際には、電子提出後では非開示希望情報の範囲の設

定等に裁判所が関与することが難しいことなどから、 （裁判所からの事前の

手続教示を前提に） 当事者が自らの責任により提出書面の内容を確認した上

で電子提出してもらうようにすべきではないかとの意見が多くあった一方で、

IT化後も閲覧等に裁判所の許可を要するとした法の趣旨は変わらず、例え

ば相手方を過度に攻撃するような書面も提出され得ることなどを踏まえると、

一定の場合には裁判所が内容をスクリ言ニングする必要があることから、記
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録の閲覧等又は裁判所からの送付・直送といった方法を適切に使い分けるの

がよいのではないかとの意見も多くあった。関連して、 これまで裁判所が事

前に書面の内容を確認して取捨選択した上で他方当事者に見せるという柔軟

な運用ができることが調停のメリットとして捉えられていたが、 当事者対応

に苦慮する場面があったほか、手続の透明性にも配慮する必要があり、裁判

所の関与が必要となる場面の範囲等を整理していくことも必要ではないかと

いった意見もあった。

その上で、 IT化の法改正前である現時点から、 IT化後の審理運営を見

据えて、 申立書の書式の見直し等も含めて、調停運営の在り方を検討してい

くことの必要性が確認された。

2 評議の充実・効果的活用について

1 評議の充実・効果的活用の在り方、課題やその克服策等について

第2

1

メリハリのある事情聴取・調整を実現するために、評議の充実・効果的活

用が重要であることについては異論がなく、各庁において、限られた時間の

中で必要な評議の機会を確保し、効率的かつ充実した評議を行うための方策

やそれに伴う課題等について、その実情に応じた検討・実践が重ねられてい

ることが確認された。

まず、大中規模庁を中心に、評議待ちの発生が依然として課題であること

が確認され、その克服策として、評議待ちの状況を可視化し、担当書記官・

裁判官に限らず、事務官を含めた書記官室全体及び裁判官室（部）全体で共

有、対応するようにしている例等が紹介された。また、評議待ちの解消のた

めには書記官のいわゆる前さばきが重要であることが共有される一方で、書

記官による前さばきについては、書記官によってその取組にばらつきがある

として、書記官の役割・機能の整理を通じて、書記官の評議への関与の在り

方を検討する必要があるとの指摘もあった。また、 中間評議が重ならないよ
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うに、裁判官として、事件の進捗状況や調停委員の経験等も踏まえて、 中間

評議の要否・内容（評議に加えて裁判官による当事者対応まで必要か等）や

対応に要する時間について予測を立て、評議に呼ばれるタイミングについて

あらかじめ指示をしておくなどの手続全体のマネジメントが重要であるとの

意見があった。

評議の充実の取組に伴う課題として、事前評議や書面評議での裁判官によ

る指示が詳細になることにより、調停委員の主体的な調停運営が損なわれる

おそれがあるとの指摘をされることがある。 これに対しては、各期日の大ま

かな到達目標と行うべきことについて評議を行い、その枠内で、調停委員が、

当事者の個性や聴取結果等を踏まえて、 どのように進行するか主体性を持っ

て見極めていくことが重要であって、その点が確保できていれば、調停委員

の主体性が減退することはないのではないかとの意見があった。また、ある

庁から、裁判官が進行に関するメモを作成して調停委員に交付している係の

方が調停不成立となる割合が高いとの実情の紹介があり、 これに対して、他

の庁からは、同様の取組によって調停成立率の向上につながったとの紹介や、

裁判官と調停委員のそれぞれの強みを前提とした適切な役割分担が必要であ

り、 メモの作成に当たっても調停委員が硬直的な対応を余儀なくされること

のないよう、断定的な記載を避け、ある程度幅のある記載にしておいた方が

よいといった指摘があった。

2 記録の電子化やITツールの活用等が進んだ場合の評議の充実・効果的活

用の方法について

評議の在り方に関し、事件記録の電子化といった新たな規律の導入や各種I

Tツールの利活用を想定して、 自由な発想による幅広い意見が出された。

調停委員が、記録の電子化により、期日間に当事者から提出された書面も

含めて自宅から記録を確認したり、 ITツールを利用して、裁判官や書記官

等とやり取りしたりすることができるようになれば、期日外の評議が柔軟に
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行えるようになるのではないかといった意見が多くあった。具体的な活用例

として、高葛藤の面会交流の事件等で調停条項案を詰める段階で、期日間に

当事者ともやり取りして擦り合わせた案を期日前に調停委員にオンライン上

で確認してもらうことができれば、期日を円滑に進められるといった意見も

あった。

他方で、調停委員との期日外でのやり取りについては、評議の秘密の保持、

情報管理といった情報セキュリティや調停委員の日当等の関係で留意が必要

であるとの指摘もあった。

次に、期日当日の評議については、時間的制約が大きい中で実施されてい

る状況にあるところ、調停委員が、調停室外にいる裁判官や書記官とITツ

ールを用いて簡便に即時の情報共有をすることができれば、裁半I官や書記官

において評議の要否や優先順位等の把握を行いやすくなるほか、 リモートで

の簡単な評議、質問への回答等も可能となり、必要な評議を効率的に行える

ようになることが期待され、評議のための待機時間の解消に資するのではな

いかとの意見が多くあった。例えば、期日の状況をチャット機能等で随時共

有することで、調停委員の側は評議の申入れをするほどではないと考える場

合でも、裁判官や書記官の側から評議を提案するといった場合も考えられる

との指摘もあった｡また、家裁調査官との間でも、 ITツールを活用するこ

とで、調査官関与の必要性等の相談が行いやすくなるのではないかといった

指摘もあった。

他方で、 ITツール等の活用により機動的なやり取りが可能となることで、

かえって調停委員の主体性が損なわれることにならないように、調停委員の

能力を十分に発揮してもらうための評議の在り方や調停委員と裁判官との役

割分担について、引き続き検討が必要であることについては異論がなかった。

第3 関係職種の効果的関与・役割分担（書記官の役割・機能及び適時適切な調
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査官関与の確保）について

1 書記官の役割・機能について

（1） 書記官の役割・機能についての検討状況について

書記官に求められる役割・機能については、関係職種の「ハブ」 ・ 「キ

ーステーション」であるとの指摘をされることがあるが、その実質的意味

を具体的に更に言語化し、関係職種で共有する必要があることについては、

異論がなかった。

書記官の役割・機能に関する各庁の意見を総合すると、個々の事件の内容

と裁判官の審理運営方針、更には他の職種の役割・機能等を理解した上で、

それらに基づき､円滑な調停運営のために各職種が必要とする情報を積極的

に取得し、整理・選別して、関係職種に適時適切に情報共有すること、そし

て、そのような役割を果たすことによって、関係職種によるチームとしての

手続運営ないし進行が円滑かつ効果的に行われるように環境を整備すること

が求められるというものであった。具体的には、各庁から以下のような意見

が出された。

○単なる情報の伝達、手続の履践の役割にとどまらず、事件内容について

裁判官と共通認識を持ち、関係職種との間での情報集約、選別、意見具申

等の役割を果たすことが期待され、一人の裁判官が多数の事件を担当する

調停事件においては、その必要性が特に高い。

○当事者及び手続代理人から適時適切に情報収集するとともに、期日間の

当事者等からの声を手続に反映させられるよう、法律知識や実務'|貫行の知

見を活用して得た情報等を再構成し、事案の性質、 当事者の個性、手続の

進行段階等も踏まえながら、必要な情報を調停委員会に適切に伝達し、当

事者が直接話す（又は書面提出する）方がよい内容はそのように促す等の

仕分けを行う。また、 当事者等に最前線で向き合う調停委員からの情報を

得て、当事者等からの更なる情報収集や期日間準備に活用する。家裁調査
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官との関係では、関与の要否やタイミングについても適切に意見具申し、

担当調査官と円滑に協働する。以上のような情報を適時適切に、手続を主

催する裁判官とも共有し、また、裁判官の審理運営方針を理解して、 これ

を当事者、調停委員、家裁調査官に還元する。

○書記官は、事件の迅速かつ円滑な進行を図る上で極めて重要な要素であ

る調停委員の選定のほか､期日指定の間隔、評議のタイミングといったケ

ースマネジメントに必要な情報をすべて把握できる立場にあることから、

書記官が中心になって、個別事件のマネジメント （終局に向けた進行管

理） 、 さらには、係属事件全体のマネジメント （未済事件の管理、長期化

防止）を行うことも期待したい。

○書記官は、手続全体に関わる多機能な職種として、 フォロワーシップ

（チームの成果を最大化させるために、 自律的かつ主体的にリーダーや他

メンバーに働き掛け支援すること）を発揮し、裁判官の判断、調停委員に

よる調整、家裁調査官・医師又は看護師である裁判所技官の専門的知見が

適時適切に発揮できるように人と情報を管理し、関係職種によるチーム全

体として120%の結果を出すことが期待される。

○家裁調査官は、手続の全ての場面に関わっているわけではないので、書

記官からの情報提供は貴重である。手続選別票への記載や評議立会等の調

査官関与のための仕組みを手厚くすればするほど、家裁調査官の負担は大

きくなることもあり、書記官が各職種の役割を理解して、家裁調査官の関

与の判断に必要な情報を適切に共有してもらえるとありがたい。

(2) IT化による書記官の進行管理や関係者との情報伝達・共有の在り方へ

の影響について

第1の3でも議論されたとおり、電子提出やITツール等の導入により、

提出される書面の量や頻度が増えるものと予想されることを踏まえると、

書記官の情報管理・整理の役割の重要性がより一層高まるとの意見が多か
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った。そして、記録の電子化によって関係職種が直接かつ容易に記録にア

クセスできるようになったとしても、各職種において大量の情報の中から

必要な情報を適時適切に把握するためには、書記官による記録管理・進行

管理の重要性は変わらないことについて異論はなかった。 さらには、電子

提出や記録が電子化され、手続のリモート化が進むと、現在紙の書面提出

を受ける際に行っている当事者等とのやり取りの機会や、記録の授受に伴

って行っている関係職種間のやり取りの機会が減少するおそれがあるため、

単なる連絡調整や受領した資料の共有にとどまらない、事案の内容や法的

観点を踏まえたより積極的な情報収集・発信が重要となり、それに向けた

働き掛けを行うことが今後一層求められるであろうとの指摘がされた。

このうち、書記官による情報収集に関して、例えば、期日当日に当該期日

での到達点や次回期日までの準備事項の確認を行う際に、担当書記官が書記

官室の自席にいるままリモートで立ち会うことができれば、事案の内容や全

体像が把握しやすくなり、その後の進行管理に生かすことができるし、調停

委員から当事者対応における留意事項等の共有を受けやすくなるのではない

かといった意見もあった。

また、書記官による情報発信に関して、家裁調査官の視点として、 当事者

等や関係職種との接点が最も多い書記官から適時適切に情報提供してもらう

ことで、調査官関与の要否の検討に必要な情報が得られていることから、例

えば、書記官がITツールを活用して、 当事者等から得た情報を関係職種に

簡潔・迅速に知らせて、調査官関与に関する打合せにつなげることができる

のではないかといった意見もあった。

現在の書記官事務のうちIT化により合理化できる部分が生ずることに伴

い､ ，書記官には、法律專門職として、事件の中身や見通し等を踏まえたより

深い関与に期待するとの意見が多くあった一方で、書記官と裁判官との役割

分担が問題となるとの指摘もあり、他職種が書記官にどのような役割･機能
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を求めているのかも踏まえて、更に議論を深めることの重要性が確認された。

2適時適切な調査官関与を実現するための取組状況及びIT化による調査官

関与の在り方への影響について

適時適切な調査官関与の在り方については、家裁調査官の役割・機能につ

いての整理に基づき、各庁で取組が積み重ねられており、概要以下のような

方策について検討・実践が進められていることが改めて確認された。

○いわゆる調査メニュー表の工夫・改訂や、調停委員に対する研修で家裁

調査官の役割・機能を取り上げるなど、調停委員に家裁調査官の役割・機

能について実質的な理解の浸透を図るとともに、手続の進行に即した適時

適切な調査官関与の具体的イメージを関係職種間で共有するための方策

○手続選別票の改訂、 当番調査官制度の活用など、調停委員に必要な場面

での家裁調査官の積極的な活用を促すための方策

○評議参加型関与、担当調査官による事件の進行状況等のフォローアップ、

中間・再インテークの強化など、家裁調査官において調停委員との役割分

担を意識しつつ適時適切な関与の端緒を得るための方策

上記の適時適切な調査官関与に関する各庁の取組を前提に、 IT化が調査

官関与の在り方に及ぼす影響について議論が行われた。

記録の電子化やITツールの活用によって、家裁調査官が事件情報にアク

セスしやすくなることで、インテークのタイミングを増やしたり、複数の家

裁調査官が記録を確認してインテークの精度を高めたりすることができるよ

うになり、 より早期に調査官関与の要否や内容に関する意見を具申すること

ができるようになると期待できることから、適時適切な調査官関与に資する

のではないかとの意見が多くあった。家裁調査官の常駐しない小規模支部等

の事件においても、記録の電子化やITツール等の活用により情報共有が容

易になれば、時間的・地理的な制約なく、 より機動的かつ効率的な事案の検

討等が可能になるのではないかとの意見も多くあった。
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他方で、家裁調査官にとっては、 当事者として思い入れのある点等も含め

た細やかな情報が重要であるところ、関係職種間の口頭でのやり取りが減る

ことによる影響があるのではないか、各自が事件記録にアクセスできること

で関係職種間の情報共有がかえって疎かになるおそれもあり、 IT化後の情

報共有の在り方を考える必要があるといった指摘もあった。

3効果的な職種間連携の在り方に関する議論の深化の必要性について

各職種の専門性や果たすべき役割について、関係職種間で議論し、相互理

解や認識共有を図る取組が紹介された。例えば、書記官に求める役割につい

て裁判官に対するアンケートを実施した例や、裁判官、書記官及び家裁調査

官が、それぞれの専門性やお互いに求める役割等について意見交換を行うこ

とで、家裁調査官の効果的な関与のために必要な情報が書記官を通じて家裁

調査官に適時に提供されるようになるとともに、家裁調査官が期日の中で見

聞きした情報が書記官に確実に提供されるようになるという好循環が生まれ

た例等が紹介された。関連して、家裁調査官の役割・機能についての議論の

蓄積を前提に、家裁調査官において、そこでの検討・議論のノウハウを関係

職種に積極的に共有して、書記官を始めとした各職種の役割・機能に関する

検討・議論の深化を後押しすることが求められるとの指摘もあった。

その上で、 IT化も見据えながら､単なる役割分担や分業にとどまらない、

実質的な協働に向けた職種間連携の在り方について、更に議論を深めること

の必要性が確認された。
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本協議会では、後見関係事件の運用上の諸問題について協議がされた。その要点

は、以下のとおりである。

第1 地方自治体との連携について1 地方自治体との連携について

1 支部・出張所と管轄地域内の地方自治体との連携に向けた具体的な対応策に

ついて

現状においては、ほとんどの庁で支部・出張所が何らかの形で管轄地域内の

地方自治体との協議会に参加していることが確認された。

本庁の関与の在り方については、管轄地域内の全自治体との個別の協議会す

べてに本庁が参加するのは難しい面もあることから、多くの庁において、①協

議内容、②支部への支援の必要性、③自治体側の体制整備の進捗状況等を勘案

して本庁の参加の有無を判断して対応していた。具体的には、①協議内容が庁

全体の運用・方針に係るものや中央の協議内容を踏まえた議論が行われる場合、

②支部の担当者が初めて協議会に参加する等、 自治体との連携を図る上で支援

を必要とする場合、③当該自治体が中核機関設置に向けた取組を始めたばかり

であり、基本的な取組の進め方に関する課題が主要なテーマとなる場合等にお

いては、本庁が中心となって、必要に応じて支部と共に協議会に参加するのが

相当であるという意見が多く、取組が軌道に乗ってきた自治体については支部・

出張所単独で対応している例も複数あった。

また、支部・出張所が単独で協議会に参加するに当たっては、事前に本庁に

対応方針の相談を行ったり、本庁から参考資料を提供したりするなど、本庁か

らのサポートや情報共有を適時に行うことで、支部・出張所の単独参加を支援

する工夫を行っている庁もあり、 日頃からの本庁と支部・出張所との情報共有

や意思疎通が重要であるとの意見も複数あった。

2市区町村等に裁判所の考えや司法の特性を適切に理解してもらうための具

体的な対応策について

自治体側の問題意識に応えながら、裁判所の考えや司法の特性を理解しても
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らうための方策として、模擬事例を用いた意見交換をすることにより、後見人

の選任等に関して具体的なイメージを共有できるように工夫している庁が複数

あった。

裁判事項に係る協議については、一般的な傾向や考慮要素等、説明できる範

囲でなるべく説明し、 どうしても対応できない場合はその理由を丁寧に説明し

ながら代替案を提示することにより、 自治体側との相互理解が進んだという例

が紹介されたほか、 自治体側が裁判所との協議を行うことについて遠盧しない

ようにするために、 どのような課題についてどの程度まで説明することができ

るのか、 どのような形態であれば協議に応じやすいかといった点を整理する必

要があるとの意見もあった。

また、裁判所の手続に関する説明の在り方として、 自治体の担当者は既に裁

判所の手続やその特性を十分理解されているという先入観が杓子定規な対応に

つながりやすいことから、説明の際にはこの点を踏まえて理解のしやすさを十

分意識すべきという意見や、提出書類等についても庁としての運用であるとい

った表面的な説明にとどまらず、そのような運用を行う趣旨・ 目的等も含めて

伝えるなど、説明の仕方を見直すことも必要であるとの意見もあった。

なお、裁判所についての理解を深めてもらうための工夫例として、権利擁護

支援の体制整備に向けて家庭裁判所ができること､｣実際の後見人の選任手続、

福祉的な観点を要する相談事例等の説明を整理して自治体に提供した取組が紹

介された。

第2基本計画の趣旨を踏まえた後見人等の選任等の在り方（市民後見人の選任拡

充に向けた具体的な方策について）

市民後見人については､多様な担い手の確保、適切な後見人等の選任という

観点のみならず、第二期成年後見制度利用促進基本計画に盛り込むべき事項に

おいて示されている地域共生社会の実現という観点も重視して、その育成・活
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躍の支援を推進することが求められており、家庭裁判所や自治体等の関係機関

がそうした問題意識を共有した上で、それぞれが果たすべき役割を踏まえて密

接に連携し、適切な事案における市民後見人の選任に向けた積極的な検討をは

じめ、各種取組を進めていくことが重要であることについて認識が共有された。

市民後見人の選任に向けた具体的な取組としては、地域の実情に応じて、各

種協議会や市民後見人養成講座への講師派遣等の機会を通じて自治体との連携

を強化した例、マッチングのしくみを構築するため、選任に当たっての考慮要

素・選任形態といった選任イメージについて自治体と共有した例、市民後見人

の選任を進めるため、 リレー方式の導入・活用に向けて専門職団体も含めた関

係機関と協議したなどの例が紹介されるとともに、各取組におけるあい路や今

後の対応策について意見交換が行われた。市民後見人の育成が進んでいるもの

の選任件数が伸び悩んでいる地域においては、 自治体等の側における候補者の

推薦のめやすの見直しや、総合支援型監督人による支援も含めた市民後見人の

支援体制の拡充に向けた取組が必要であるとの意見、また裁判所側から適切な

事例を見つけて選任につなげる必要があるとの意見もあった。

選任の拡充には、 自治体のみならず、専門職団体の理解も不可欠であり、今

後も関係機関との協議を継続し、各地の実情に応じた取組を進めていくことが

重要であるとの認識が共有された。

第3報酬関係について

1 成年後見人及び後見監督人の報酬算定に関する基本的な考え方及び今後の

具体的運用について

後見事務のうち、全ての事案で継続的に行うことが想定される基本的な後見

事務のうち、財産管理事務については、特に負担が大きい事務のメルクマール

を適切に整理することの重要性が確認され、具体的な例示の在り方等について

意見交換がなされた。また、身上保護事務の評価に当たっては、個々の法律行

一
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為に着目するのではなくチームによる支援を含む一連のプロセスを本人の意思

尊重を含む本人の福祉という観点から捉えるのが重要であること、一律の類型

化にはなじまないことを前提に、在宅の事案と施設入所事案とで事案としての

差異があるとの視点に立ちながら、個々の事案において具体的にどのような要

素に着目してどのような評価をするのが適切か、意見交換が行われた。

訴訟や遺産分割協議に係る事務等、付加的事務の中には専門性に係る評価が

典型的に想定される事務があることに異論はなかった。 このような事務に係る

専門性の評価に当たっては､予測可能性の確保という観点に照らしても、例え

ば法テラスの代理援助立替基準等の公表されている基準を参考にすることが考

えられる一方、参考にする基準がどのような性質のものであるかについては留

意を要するとの意見があったほか、報酎ﾄ|付与はあくまで家庭裁判所の裁判事項

であることから、大枠の考え方を共有しつつ、個別の事案で発揮された専門性

の内容や事案の困難性等の事情を適切に評価する方向性が望ましいとの意見が

複数あった。

後見監督人の報酎ﾄ|については、定期確認型、個別課題支援型、総合支援型の

3つのパターンがあることを踏まえ、それぞれの報酎ﾄ|額のイメージのほか、後

見監督人の立場で後見制度支援信託・預貯金の契約締結に関与した場合の報酎ﾄ｜

算定の在り方等について意見交換が行われた。定期確認型として開始した事件

においても、後見人の力量や理解の程度に応じて、後見監督人が後見人の不適

切な事務や不正を防止するために指導・助言・相談対応を要する場面があり、

このような対応の有無によって報酎ﾄ|額は変わり得るとの意見が複数あった。

2専門職団体との意見交換を行う際の議論の在り方や留意点について

報酬付与は家庭裁判所の裁判事項であり、合意や交渉をする性質のものでは

ないものの、実際の運用開始を見据えた検討をするに当たっては、外部からの

視点も踏まえた意見交換を行うことは重要であるし、その前提としても、裁判

所内部において実践的な議論をすることが重要であるとの認識が共有された。
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専門職団体との間で意見交換をするに当たっては、専門性や困難性の評価の

在り方等を含めた考え方の全体像が必ずしも整理されていない段階では、必要

な範囲で暫定的なものとして示しつつ、全体の考え方について誤解を招かない

ように説明を工夫する必要があるほか、未確定の情報が独り歩きして混乱を招

くといった事態を生じさせないようにするための方策が必要であることが確認

された。

また、專門職団体との意見交換を実施した大多数の庁からは、事務の内容や

負担の程度等に応じた報酎ﾄ|算定の運用をするに当たっては、報酎ﾄ|助成の拡充が

必要であるとの意見が出されたなどの紹介があった。
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